
社 労 連 第 5 4 9 号  

令和元年７月 30 日  
 
都道府県社会保険労務士会会長 殿 

 
 全国社会保険労務士会連合会  

会 長  大 野   実  

（公 印 省 略）  
 
（厚生労働省）「医師、看護師等の宿日直基準」及び「医師の研鑽に係る労働時

間に関する考え方」に関する通達等について 

 
謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は当連合会の事業運営にご協力賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、標記に関する取扱いにつきまして、厚生労働省労働基準局長及び同局

監督課長より、別添１～３のとおり、都道府県労働局長及び同労働基準部長あ

てに通達がなされております。 

本件は、厚生労働省において本年３月に取りまとめられた「医師の働き方に

関する検討会報告書」を踏まえて、医師、看護師の宿日直基準及び医師の研鑽

に係る労働時間の考え方について、解釈の明確化を図るため発出されたもので

す。 

また、本件については、別添４のとおり、同省医政局医療経営支援課医療勤

務環境改善推進室より、各都道府県医療勤務環境改善担当課あてに、医療機関

への周知を目的とした労働時間等説明会の実施について協力依頼がなされてお

り、「説明会の実施に当たっては、関係諸団体（例．都道府県社会保険労務士会）

にも適宜、声掛けする」と記載されております。 

当連合会といたしましては、医療労務コンサルタントをはじめとする社労士

の皆様が、医療機関に対し的確なアドバイスを行うことができるよう本件につ

き周知を行うとともに、医療機関の理解促進のため、上記説明会の円滑な実施

に向けて積極的な支援を行いたいと考えております。 

つきましては、貴会におかれましては、業務ご多忙の折誠に恐縮ではござい

ますが、本件につき会員の皆様へ周知いただくとともに、都道府県労働局、都

道府県医療勤務環境改善担当課又は都道府県医師会より、説明会の実施に係る

協力依頼があった場合は、ご対応いただきますようお願い申し上げます。 

なお、本件については、厚生労働省担当者を講師とした解説動画を作成し、

今秋を目途に、連合会研修システム（ｅラーニング）にて配信する予定である

ことを申し添えます。 

謹 白  
（担当：社労士制度推進戦略室戦略課） 
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基 発 0 7 0 1 第 ８ 号 

令和元年７月１日 

都道府県労働局長 殿 

厚生労働省労働基準局長 

（公 印 省 略） 

医師、看護師等の宿日直許可基準について 

医師、看護師等（以下「医師等」という。）の宿日直勤務については、一般

の宿日直の場合と同様に、それが通常の労働の継続延長である場合には宿日

直として許可すべきものでないことは、昭和22年９月13日付け発基第17号通

達に示されているところであるが、医師等の宿日直についてはその特性に鑑

み、許可基準の細目を次のとおり定める。 

なお、医療法（昭和23年法律第205号）第16条には「医業を行う病院の管理

者は、病院に医師を宿直させなければならない」と規定されているが、その

宿直中の勤務の実態が次に該当すると認められるものについてのみ労働基準

法施行規則（昭和22年厚生省令第23号。以下「規則」という。）第23条の許

可を与えるようにされたい。 

本通達をもって、昭和24年３月22日付け基発第352号「医師、看護婦等の宿

直勤務について」は廃止するため、了知の上、取扱いに遺漏なきを期された

い。 

記 

１ 医師等の宿日直勤務については、次に掲げる条件の全てを満たし、かつ、

宿直の場合は夜間に十分な睡眠がとり得るものである場合には、規則第23

条の許可（以下「宿日直の許可」という。）を与えるよう取り扱うこと。 

⑴ 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。す

なわち、通常の勤務時間終了後もなお、通常の勤務態様が継続している

間は、通常の勤務時間の拘束から解放されたとはいえないことから、そ

の間の勤務については、宿日直の許可の対象とはならないものであるこ

【写】 ①

shiodamy
長方形

shiodamy
長方形

shiodamy
テキストボックス
別添１



2 

と。 

⑵ 宿日直中に従事する業務は、一般の宿日直業務以外には、特殊の措置

を必要としない軽度の又は短時間の業務に限ること。例えば、次に掲げ

る業務等をいい、下記２に掲げるような通常の勤務時間と同態様の業務

は含まれないこと。

・ 医師が、少数の要注意患者の状態の変動に対応するため、問診等に

よる診察等（軽度の処置を含む。以下同じ。）や、看護師等に対する指

示、確認を行うこと

・ 医師が、外来患者の来院が通常想定されない休日・夜間（例えば非

輪番日であるなど）において、少数の軽症の外来患者や、かかりつけ

患者の状態の変動に対応するため、問診等による診察等や、看護師等

に対する指示、確認を行うこと

・ 看護職員が、外来患者の来院が通常想定されない休日・夜間（例え

ば非輪番日であるなど）において、少数の軽症の外来患者や、かかり

つけ患者の状態の変動に対応するため、問診等を行うことや、医師に

対する報告を行うこと

・ 看護職員が、病室の定時巡回、患者の状態の変動の医師への報告、

少数の要注意患者の定時検脈、検温を行うこと

⑶ 上記⑴、⑵以外に、一般の宿日直の許可の際の条件を満たしているこ

と。

２ 上記１によって宿日直の許可が与えられた場合において、宿日直中に、

通常の勤務時間と同態様の業務に従事すること（医師が突発的な事故によ

る応急患者の診療又は入院、患者の死亡、出産等に対応すること、又は看

護師等が医師にあらかじめ指示された処置を行うこと等）が稀にあったと

きについては、一般的にみて、常態としてほとんど労働することがない勤

務であり、かつ宿直の場合は、夜間に十分な睡眠がとり得るものである限

り、宿日直の許可を取り消す必要はないこと。また、当該通常の勤務時間

と同態様の業務に従事する時間について労働基準法（昭和22年法律第49号。

以下「法」という。）第33条又は第36条第１項による時間外労働の手続が

とられ、法第37条の割増賃金が支払われるよう取り扱うこと。 

したがって、宿日直に対応する医師等の数について、宿日直の際に担当

する患者数との関係又は当該病院等に夜間・休日に来院する急病患者の発

生率との関係等からみて、上記のように通常の勤務時間と同態様の業務に

従事することが常態であると判断されるものについては、宿日直の許可を

与えることはできないものであること。 

３ 宿日直の許可は、一つの病院、診療所等において、所属診療科、職種、
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時間帯、業務の種類等を限って与えることができるものであること。例え

ば、医師以外のみ、医師について深夜の時間帯のみといった許可のほか、

上記１⑵の例示に関して、外来患者の対応業務については許可基準に該当

しないが、病棟宿日直業務については許可基準に該当するような場合につ

いては、病棟宿日直業務のみに限定して許可を与えることも可能であるこ

と。  

４ 小規模の病院、診療所等においては、医師等が、そこに住み込んでいる

場合があるが、この場合にはこれを宿日直として取り扱う必要はないこと。 

 ただし、この場合であっても、上記２に掲げるような通常の勤務時間と

同態様の業務に従事するときには、法第33条又は第36条第１項による時間

外労働の手続が必要であり、法第37条の割増賃金を支払わなければならな

いことはいうまでもないこと。 
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基 発 0 7 0 1 第 ９ 号 

令和元年７月１日 

都道府県労働局長 殿 

厚生労働省労働基準局長 

（公 印 省 略） 

医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について 

医療機関等に勤務する医師（以下「医師」という。）が、診療等その本来

業務の傍ら、医師の自らの知識の習得や技能の向上を図るために行う学習、

研究等（以下「研鑽」という。）については、労働時間に該当しない場合と

労働時間に該当する場合があり得るため、医師の的確な労働時間管理の確保

等の観点から、今般、医師の研鑽に係る労働時間該当性に係る判断の基本的

な考え方並びに医師の研鑽に係る労働時間該当性の明確化のための手続及び

環境整備について、下記のとおり示すので、その運用に遺憾なきを期された

い。 

記 

１ 所定労働時間内の研鑽の取扱い 

所定労働時間内において、医師が、使用者に指示された勤務場所（院内

等）において研鑽を行う場合については、当該研鑽に係る時間は、当然に

労働時間となる。 

２ 所定労働時間外の研鑽の取扱い 

所定労働時間外に行う医師の研鑽は、診療等の本来業務と直接の関連性

なく、かつ、業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者（以下「上

司」という。）の明示・黙示の指示によらずに行われる限り、在院して行

う場合であっても、一般的に労働時間に該当しない。 

他方、当該研鑽が、上司の明示・黙示の指示により行われるものである

場合には、これが所定労働時間外に行われるものであっても、又は診療等
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の本来業務との直接の関連性なく行われるものであっても、一般的に労働

時間に該当するものである 。 

所定労働時間外において医師が行う研鑽については、在院して行われる

ものであっても、上司の明示・黙示の指示によらずに自発的に行われるも

のも少なくないと考えられる。このため、その労働時間該当性の判断が、

当該研鑽の実態に応じて適切に行われるよう、また、医療機関等における

医師の労働時間管理の実務に資する観点から、以下のとおり、研鑽の類型

ごとに、その判断の基本的考え方を示すこととする。 

⑴ 一般診療における新たな知識、技能の習得のための学習

ア 研鑽の具体的内容

例えば、診療ガイドラインについての勉強、新しい治療法や新薬に

ついての勉強、自らが術者等である手術や処置等についての予習や振

り返り、シミュレーターを用いた手技の練習等が考えられる。 

イ 研鑽の労働時間該当性

業務上必須ではない行為を、自由な意思に基づき、所定労働時間外

に、自ら申し出て、上司の明示・黙示による指示なく行う時間につい

ては、在院して行う場合であっても、一般的に労働時間に該当しない

と考えられる。 

ただし、診療の準備又は診療に伴う後処理として不可欠なものは、

労働時間に該当する。 

⑵ 博士の学位を取得するための研究及び論文作成や、専門医を取得する

ための症例研究や論文作成

ア 研鑽の具体的内容

例えば、学会や外部の勉強会への参加・発表準備、院内勉強会への

参加・発表準備、本来業務とは区別された臨床研究に係る診療データ

の整理・症例報告の作成・論文執筆、大学院の受験勉強、専門医の取

得や更新に係る症例報告作成・講習会受講等が考えられる。 

イ 研鑽の労働時間該当性

上司や先輩である医師から論文作成等を奨励されている等の事情が

あっても、業務上必須ではない行為を、自由な意思に基づき、所定労

働時間外に、自ら申し出て、上司の明示・黙示による指示なく行う時

間については、在院して行う場合であっても、一般的に労働時間に該

当しないと考えられる。 

ただし、研鑽の不実施について就業規則上の制裁等の不利益が課さ

れているため、その実施を余儀なくされている場合や、研鑽が業務上

必須である場合、業務上必須でなくとも上司が明示・黙示の指示をし
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て行わせる場合は、当該研鑽が行われる時間については労働時間に該

当する。 

上司や先輩である医師から奨励されている等の事情があっても、自

由な意思に基づき研鑽が行われていると考えられる例としては、次の

ようなものが考えられる。 

・ 勤務先の医療機関が主催する勉強会であるが、自由参加である

・ 学会等への参加・発表や論文投稿が勤務先の医療機関に割り当て

られているが、医師個人への割当はない

・ 研究を本来業務とはしない医師が、院内の臨床データ等を利用し、

院内で研究活動を行っているが、当該研究活動は、上司に命じられ

ておらず、自主的に行っている

⑶ 手技を向上させるための手術の見学

ア 研鑽の具体的内容

例えば、手術・処置等の見学の機会の確保や症例経験を蓄積するた

めに、所定労働時間外に、見学（見学の延長上で診療（診療の補助を

含む。下記イにおいて同じ。）を行う場合を含む。）を行うこと等が

考えられる。 

イ 研鑽の労働時間該当性

上司や先輩である医師から奨励されている等の事情があったとして

も、業務上必須ではない見学を、自由な意思に基づき、所定労働時間

外に、自ら申し出て、上司の明示・黙示による指示なく行う場合、当

該見学やそのための待機時間については、在院して行う場合であって

も、一般的に労働時間に該当しないと考えられる。 

ただし、見学中に診療を行った場合については、当該診療を行った

時間は、労働時間に該当すると考えられ、また、見学中に診療を行う

ことが慣習化、常態化している場合については、見学の時間全てが労

働時間に該当する。 

３ 事業場における研鑽の労働時間該当性を明確化するための手続及び環境

の整備 

研鑽の労働時間該当性についての基本的な考え方は、上記１及び２のと

おりであるが、各事業場における研鑽の労働時間該当性を明確化するため

に求められる手続及びその適切な運用を確保するための環境の整備とし

て、次に掲げる事項が有効であると考えられることから、研鑽を行う医師

が属する医療機関等に対し、次に掲げる事項に取り組むよう周知すること。 

⑴ 医師の研鑽の労働時間該当性を明確化するための手続
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医師の研鑽については、業務との関連性、制裁等の不利益の有無、上

司の指示の範囲を明確化する手続を講ずること。例えば、医師が労働に

該当しない研鑽を行う場合には、医師自らがその旨を上司に申し出るこ

ととし、当該申出を受けた上司は、当該申出をした医師との間において、

当該申出のあった研鑽に関し、 

・ 本来業務及び本来業務に不可欠な準備・後処理のいずれにも該当し

ないこと

・ 当該研鑽を行わないことについて制裁等の不利益はないこと

・ 上司として当該研鑽を行うよう指示しておらず、かつ、当該研鑽を

開始する時点において本来業務及び本来業務に不可欠な準備・後処理

は終了しており、本人はそれらの業務から離れてよいこと

について確認を行うことが考えられる。 

⑵ 医師の研鑽の労働時間該当性を明確化するための環境の整備

上記⑴の手続について、その適切な運用を確保するため、次の措置を

講ずることが望ましいものであること。 

ア 労働に該当しない研鑽を行うために在院する医師については、権利

として労働から離れることを保障されている必要があるところ、診療

体制には含めず、突発的な必要性が生じた場合を除き、診療等の通常

業務への従事を指示しないことが求められる。また、労働に該当しな

い研鑽を行う場合の取扱いとしては、院内に勤務場所とは別に、労働

に該当しない研鑽を行う場所を設けること、労働に該当しない研鑽を

行う場合には、白衣を着用せずに行うこととすること等により、通常

勤務ではないことが外形的に明確に見分けられる措置を講ずることが

考えられること。手術・処置の見学等であって、研鑚の性質上、場所

や服装が限定されるためにこのような対応が困難な場合は、当該研鑚

を行う医師が診療体制に含まれていないことについて明確化しておく

こと。

イ 医療機関ごとに、研鑽に対する考え方、労働に該当しない研鑽を行

うために所定労働時間外に在院する場合の手続、労働に該当しない研

鑽を行う場合には診療体制に含めない等の取扱いを明確化し、書面等

に示すこと。

ウ 上記イで書面等に示したことを院内職員に周知すること。周知に際

しては、研鑽を行う医師の上司のみではなく、所定労働時間外に研鑽

を行うことが考えられる医師本人に対してもその内容を周知し、必要

な手続の履行を確保すること。

また、診療体制に含めない取扱いを担保するため、医師のみではな
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く、当該医療機関における他の職種も含めて、当該取扱い等を周知す

ること。 

エ 上記⑴の手続をとった場合には、医師本人からの申出への確認や当

該医師への指示の記録を保存すること。なお、記録の保存期間につい

ては、労働基準法（昭和22年法律第49号）第109条において労働関係

に関する重要書類を３年間保存することとされていることも参考とし

て定めること。
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基監発 0701第１号 

令和元年７月１日 

都道府県労働基準部長 殿 

厚生労働省労働基準局監督課長 

（ 契 印 省 略 ） 

医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する 

考え方についての運用に当たっての留意事項について 

令和元年７月１日付け基発0701第８号「医師、看護師等の宿日直基準につ

いて」（以下「医師等の宿日直許可基準通達」という。）及び令和元年７月

１日付け基発0701第９号「医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方につい

て」（以下「医師の研鑽に係る労働時間通達」という。）が発出され、医師・

看護師等（以下「医師等」という。）の宿日直基準の明確化及び医師の研鑽

に係る労働時間に関する考え方が示されたところである。 

両通達は、平成31年３月28日に取りまとめられた「医師の働き方改革に関

する検討会報告書」（以下「報告書」という。）を踏まえて、解釈の明確化

を図ったものであり、これまでの労働基準法（昭和22年法律第49号）の取扱

いを変更するものではないが、両通達の運用に当たって留意すべき事項を下

記に示すので、その運用に当たっては遺憾なきを期されたい。 

記 

第１ 医師等の宿日直許可基準通達の取扱いについて 

１ 趣旨 

報告書において、「医師等の当直のうち、断続的な宿直として労働

時間等の規制が適用されないものに係る労働基準監督署長の許可基準

については、現状を踏まえて実効あるものとする必要がある。」との

意見が示されたことを踏まえ、労働基準監督署長による医師等の宿日

直の許可の基準を明確化の上、改めて示されたものである。 

【写】 ③
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２ 医師等の宿日直許可基準通達の運用における留意事項 

医師等の宿日直許可基準通達については、昭和24年３月22日付け基発

第352号「医師、看護婦等の宿直勤務について」の考え方を明確化したも

のであり、これによって従前の許可基準を変更するものではなく、対象

となる職種についても、従前と変更はない。 

具体的には、許可対象である「特殊の措置を必要としない軽度の、又

は短時間の業務」について、近年の医療現場における実態を踏まえて具

体的に例示したものが、医師等の宿日直許可基準通達の記の１⑵におい

て示されたところである。なお、医師等の宿日直許可基準通達の記の１

⑵に示されている例示における「看護職員」については、業務を行う主

体を当該例示において掲げられている業務を行う職種に限っているも

のである。 

 

第２ 医師の研鑽に係る労働時間通達の取扱いについて 

１ 趣旨 

医師の働き方改革に関する検討会においては、「医師の研鑽について

は、医学は高度に専門的であることに加え、日進月歩の技術革新がなさ

れており、そのような中、個々の医師が行う研鑽が労働であるか否かに

ついては、当該医師の経験、業務、当該医療機関が当該医師に求める医

療提供の水準等を踏まえて、現場における判断としては、当該医師の上

司がどの範囲を現在の業務上必須と考え指示を行うかによらざるを得

ない。」とされている。 

また、同検討会の報告書では、「医師については、自らの知識の習得

や技能の向上を図る研鑽を行う時間が労働時間に該当するのかについ

て、判然としないという指摘がある。このため、医師の研鑽の労働時間

の取扱いについての考え方と『労働に該当しない研鑽』を適切に取り扱

うための手続を示すことにより、医療機関が医師の労働時間管理を適切

に行えるように支援していくことが重要である」とされたところである。 

このような同検討会における検討結果に基づき、医師の研鑽の実態を

踏まえ、医師の研鑽に係る労働時間通達において、医師本人及び当該医

師の労働時間管理を行う上司を含む使用者が、研鑽のうち労働時間に該

当する範囲を明確に認識し得るよう、研鑽の労働時間該当性に関する基

本的な考え方とともに、労働時間該当性を明確化するための手続等が示

されたところである。 

 

２ 医師の研鑽に係る労働時間通達の運用における留意事項 
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ア 医師の研鑽に係る労働時間通達と「労働時間の適正な把握のために

使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」の関係について 

労働時間は、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措

置に関するガイドライン」（平成29年１月20日策定）において示され

ているとおり、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと

評価することができるか否かにより客観的に定まるものである。この

考え方は医師についても共通であり、医師の研鑽に係る労働時間通達

においても、この考え方を変更するものではないこと。 

イ 医師の研鑽と宿日直許可基準について 

医師の研鑽に係る労働時間通達の記の２により、労働時間に該当し

ないと判断される研鑽については、当該研鑽が宿日直中に常態的に行

われているものであったとしても、宿日直許可における不許可事由と

はならず、又は許可を取り消す事由とはならないものである。 

ウ 医師の研鑽に係る労働時間通達の記の３⑴の手続（以下「手続」と

いう。）について 

・ 上司は、業務との関連性を判断するに当たって、初期研修医、後

期研修医、それ以降の医師といった職階の違い等の当該医師の経験、

担当する外来業務や入院患者等に係る診療の状況、当該医療機関が

当該医師に求める医療提供の水準等を踏まえ、現在の業務上必須か

どうかを対象医師ごとに個別に判断するものであること。 

・ 手続は、労働に該当しない研鑽を行おうとする医師が、当該研鑽

の内容について月間の研鑽計画をあらかじめ作成し、上司の承認を

得ておき、日々の管理は通常の残業申請と一体的に、当該計画に基

づいた研鑽を行うために在院する旨を申請する形で行うことも考

えられること。 

・ 手続は、労働に該当しない研鑽を行おうとする医師が、当該研鑽

のために在院する旨の申し出を、一旦事務職が担当者として受け入

れて、上司の確認を得ることとすることも考えられること。 

エ 諸経費の支弁と労働時間該当性について 

医療機関は、福利厚生の一環として、学会等へ参加する際の旅費等

諸経費を支弁することは、その費目にかかわらず可能であり、旅費等

諸経費が支弁されていることは労働時間に該当するかどうかの判断

に直接関係しないものであること。 

オ 医師以外の職種も参加する研鑽 

医師の研鑽に係る労働時間通達の記の２に掲げられる研鑽につい

て、看護師等の医師以外の職種が参加するものであったとしても、当
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該研鑽が、労働時間に該当するかどうかの判断に直接関係しないもの

であること。 
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事 務 連 絡 

令和元年７月９日 

 

 

各都道府県医療勤務環境改善担当課 御中 

 

 

厚生労働省医政局医療経営支援課 

  医療勤務環境改善推進室 

 

 

各都道府県における医療機関に対する労働時間等説明会の開催等について（依頼） 

 

 

 厚生労働省では、医師に対する時間外労働規制の具体的な在り方、労働時間短縮策等に

ついて「働き方改革実行計画」（平成２９年３月２８日働き方改革実現会議決定）を受け

て「医師の働き方改革に関する検討会」を設置し、議論を重ね、本年３月に報告書をとり

まとめました。 

また、厚生労働省労働基準局長から、各都道府県労働局長あて令和元年７月１日付け基

発第 0701 第８号「医師看護師等の宿日直許可基準」等の通知が発出され、同日付で貴課

へ情報提供したところです。 

つきましては、これらの内容を医療機関に周知すべく、都道府県労働局及び都道府県医

師会と調整し、労働時間等説明会（以下「説明会」という。）を、下記の要領により実施

いただくよう、ご協力願います。 

なお、下記の内容は、労働基準局及び公益社団法人日本医師会と調整済みであることを

申し添えます。 

 

記 

 
１ 説明会の開催主体等 

説明会は、都道府県労働局（又は労働基準監督署）（以下「労働局等」という。）及び都

道府県医師会（以下「医師会」という。）との３者共催を原則とする。対象は、各都道府

県にある医療機関とする。説明会の開催にあたっては、都道府県医療勤務環境改善支援

センター（以下「勤改センター」という。）運営協議会等を活用して、都道府県労働局及

び医師会と開催方法等を調整し、原則として、労働局等からは労働基準法等の改正内容

を含む労働時間に関する法制度等について、都道府県担当部署（勤改センター含む）等か

らは医師の働き方改革の推進（医師偏在対策の都道府県における取組方針等や地域医療

提供体制における機能分化・連携に関する説明を含む）について説明することとする。 

説明会の庶務は、労働局等が実施する。 

なお、都道府県によっては対象医療機関数が多数にのぼり、単年度での開催が困難な

shiodamy
テキストボックス
別添４



   

2 
 

ことも想定される。この場合は、複数年で計画的に実施することとしても差し支えない

が、医療機関での準備期間等を考慮し、令和元年度中に少なくとも１回は開催し、できる

限り令和３年度までの３年間で集中的に実施するよう、労働局等と調整をお願いする。 

 

２．説明会開催場所・実施回数 

  都道府県の実情に応じて適宜開催 

  （全県域対象に複数回実施・２次医療圏ごとに実施・労働基準監督署管轄区域ごとに

実施、など各地の医療機関数や地理的条件に応じて） 

 

３．説明会開催時期 

  令和元年度から令和５年度までの間 

  ただし、最初の３年間に集中実施し、令和元年度中に少なくとも 1回以上開催するこ

ととする。 

 

４．説明会進行イメージ（全体で１２０分程度） 

※あくまでイメージであり、労働局及び医師会と調整し内容を変えて構わない。 

・開会のあいさつ（3分）                 ※労働局等 

・資料確認等事務連絡（1分）               ※労働局等 

・宿日直及び研鑽にかかる通知の説明（30 分）        ※労働局等 

・医師の働き方改革に関する全般的説明（都道府県（勤改センター等）が講師をアレン

ジしての説明、もしくは説明用動画（厚生労働省本省職員による解説）の放映）（30

分） 

・医師偏在対策の都道府県における取組や地域医療提供体制における機能分化・連携に

ついて（30 分）             ※都道府県 

・質疑（20 分）           ※都道府県（勤改センター等）、労働局等 

・閉会の挨拶（5分）              ※都道府県（勤改センター等） 

 

５．その他 

  労働基準局から都道府県労働局に対しては、別紙のとおり指示を発出しているので、

実施調整にあたっての参考とすること。なお、説明会の実施に当たっては、関係諸団体

（例．都道府県社会保険労務士会）にも適宜、声掛けするようにご協力願います。 



別紙 

医療保健業に対する労働時間等説明会の開催について 
 

１ 趣旨 

  医業に従事する医師に関しては、働き方改革の取組を進める中、時間外労働の上限規制

の適用が令和６年３月 31 日まで猶予されていることから、適用猶予期間中の長時間労働

削減に関する自主的な取組が重要である。そのため、厚労省は、業界団体の協力の下、改

正労基法等の内容を含む労働時間に関する法制度等の周知、理解の促進に向けた医療保健

業に対する労働時間等説明会を開催し、自主的な取組を促進するとともに、その他の支援

を行う。 
 

２ 開催案 

〈実施主体〉都道府県労働局（労働基準監督署） 

都道府県医師会  

都道府県（医療勤務環境改善支援センター） 
                

〈対象〉   （公社）日本医師会、（一社）日本医療法人協会、（一社）日本病院会、（公社）全日

本病院協会、（公社）日本精神科病院協会、（公社）全国自治体病院協議会及び（一

社）全国医学部長病院長会議の各会員 

※ 上記団体から各都道府県支部を通じて医療機関へ開催時の参加推奨等 

※ 上記団体のいずれにも属していない病院についても、別途説明会を開催 
  

〈説明会内容〉 

○ 労働基準監督署から労基法等の説明を行う（宿日直許可基準の改訂内容や、研鑽の

取扱いに関する説明含む。） 

○ 都道府県（医療勤務環境改善支援センター等）から支援策や改善例などの説明、「医

師の働き方改革に関する検討会」で示された医師の働き方改革の今後の方向性（上限

時間数、暫定特例水準対象範囲等）や医師偏在対策及び地域医療構想に向けた支援

等の説明を行う 

○ 医師会や病院団体などから業界としての対策の説明や会員への協力依頼を行う 
 

３ その他 

 ・ ５年間で全ての会員を対象に説明会を実施するが、会員での準備期間等を考慮し、で

きる限り最初の３年間で集中的に実施する（令和元年度に少なくとも１回以上開催） 

・ 本説明会の開催場所や内容等については、都道府県医師会や都道府県等と事前に調

整・検討を行うこととし、必要な調整・検討を行うことが可能な場合は、都道府県（医

療勤務環境改善支援センター）が設置している運営協議会等を活用しても差し支えない 

 ・ 上記運営協議会に参加している団体又は傘下医療機関の中から、業界団体内における

推進役を決めていただくよう行政から働きかけを行う 

 推進役は、例えば、実態の把握、取組方針の調整・検討、意見の取りまとめを行う 

・ 行政は当該推進役に情報提供等必要な支援を行う 
・ 取組に当たって困難な点があれば行政が相談・支援を行う 

※ 共催を基本とする 

（庶務は労働局） 
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